
 
 
 

 誤 正 更新日 

Ｐ77 

●ゴルフ会員権等の取扱い(令９②) 説明文 ３行目 
２月20日 

～ではなく無形固定資産にあたることか → 
～ではなく無形固定資産にあたることか

ら、非課税とはなりません。 

 
 
 

平成27年２月20日 ★【七訂版】平成 26 年４月改正対応 実務消費税ハンドブック正誤表 

その他新たに誤表記が判明しました際には当社ホームページ内(http://www.control-sya.co.jp/naiyou.html/)に
掲載させていただきますのでご了承下さい。今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 
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